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議案第 ３ 号 

 

   おいらせ町執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部を改

正する条例について 

 

 おいらせ町執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 空家等対策の実施に係る附属機関を新たに設置するため、提案するもの

である。  



６ 

   おいらせ町執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部を改

正する条例 
 おいらせ町執行機関の附属機関の設置等に関する条例（平成２７年お

いらせ町条例第３１号）の一部を次のように改正する。 
 別表第１おいらせ町地域公共交通会議の項の次に次のように加える。 

おいら

せ町空

家等対

策協議

会 

(1) 空家等対策の実施に関

する事項 

(2) おいらせ町空家等対策

計画等の策定及び見直し

に関する事項 

(3) その他町長が必要と認

める事項 

20 人

以内 

(1) 関係行政機関

の職員 

(2) 町内の公共的

団体の役員及び

職員 

(3) 学識経験を有

する者 

(4) 町長 

(5) その他町長が

必要と認める者 

2 年 (1) 会長 町

長 

(2) 副会長 

会長の指名 

政策推

進課 

   附 則 
 この条例は、公布の日から施行する。 
  



７ 

議案第 ４ 号 

 

   おいらせ町印鑑条例の一部を改正する条例について 

 

 おいらせ町印鑑条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）の一部改正に伴い、所要の

改正を行うため提案するものである。  



８ 

   おいらせ町印鑑条例の一部を改正する条例 
 おいらせ町印鑑条例（平成１８年おいらせ町条例第１２号）の一部を

次のように改正する。 
 第１３条の２中「第１２条の２第４項第２号ロ」を「第１２条の２第

４項第３号ロ」に改める。 
   附 則 
 この条例は、公布の日又は電気通信事業法及び日本電信電話株式会社

等に関する法律の一部を改正する法律（令和７年法律第４６号）の施行

の日のいずれか遅い日から施行する。 
  



９ 

議案第 ５ 号 

 

   おいらせ町火入れに関する条例の一部を改正する条例について 

 

 おいらせ町火入れに関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり

定める。 

 

 

  令和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 八戸地域広域市町村圏事務組合火災予防条例の一部改正に伴い、火入れ

の中止に係る要件を改めるため提案するものである。  



１０ 

   おいらせ町火入れに関する条例の一部を改正する条例 
 おいらせ町火入れに関する条例（平成１８年おいらせ町条例第１２７

号）の一部を次のように改正する。 
 第１４条第１項中「、異常乾燥注意報又は」を「若しくは乾燥注意報

が発表され、又は」に改め、「火災警報」の次に「若しくは林野火災に関

する注意報」を加え、同条第２項中「、異常乾燥注意報若しくは」を「若

しくは乾燥注意報が発表され、若しくは」に改め、「火災警報」の次に「若

しくは林野火災に関する注意報」を加える。 
   附 則 
 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

  



１１ 

議案第 ６ 号 
 
町道の路線認定について 

 
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定に基づき、

町道の路線を別紙のとおり認定する。 
 
 

  令和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 提出 
 
                おいらせ町長 成 田   隆 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
提案理由 

  開発行為により築造された町道の路線認定について、道路法第８条 

第２項の規定に基づき、提案するものである。  



１２ 

令和７年度 新規認定路線一覧 
 
 
 
本町６１号線   起点 おいらせ町下前田１１４番地１３ 地先 

終点 おいらせ町下前田１１４番地１９ 地先 
         延長  １８２．２ｍ  



１３ 

議案第 ７ 号 

 

令和７年度おいらせ町一般会計補正予算（第９号）について 

 

令和７年度おいらせ町の一般会計補正予算は、次に定めるところによ

る。 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４４８，７１６千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４，７９７，８５９

千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（継続費の補正） 

第２条 継続費の変更は、「第２表継続費補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第３条 繰越明許費の追加は、「第３表繰越明許費補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表地方債補正」による。 

 

  令和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 提出 
 
                おいらせ町長 成 田   隆 
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２４ 

議案第 ８ 号 

 
令和７年度おいらせ町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

について 
 

令和７年度おいらせ町の国民健康保険特別会計補正予算は、次に定め

るところによる。 
 
  （歳入歳出予算の補正） 
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２３，７６２千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，４８９，２２５千

円とする。 
２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 
 
  令和 ８ 年 ３ 月 ５日 提出 
 
                おいらせ町長 成 田   隆 
 



 

 
 

２
５ 

 

 

  



 

 
 

２
６ 

 

 

  



 

２７ 

議案第 ９ 号 

 
令和７年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計補正予算（第２

号）について 
 

令和７年度おいらせ町の奨学資金貸付事業特別会計補正予算は、次に

定めるところによる。 
 
  （歳入歳出予算の補正） 
第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，５５７千円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６，５２９千円とす

る。 
２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 
 
  令和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 提出 
 
                おいらせ町長 成 田   隆 
 

 



 

 
 

２
８ 

 

 

  



 

 
 

２
９ 

 

 

  



 

３０ 

議案第１０号 

 
   令和７年度おいらせ町介護保険特別会計補正予算（第４号）につ

いて 
 

令和７年度おいらせ町の介護保険特別会計補正予算は、次に定めると

ころによる。 
 
  （歳入歳出予算の補正） 
第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１０２，８６９千円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，４４８，２４１

千円とする。 
２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 
  
  令和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 提出 
 
                おいらせ町長 成 田   隆 
 

 



 

 

３
１ 

 

 
  



 

 

３
２ 

 

 

 



 

３３ 

議案第１１号 

 
   令和７年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）

について 
 

令和７年度おいらせ町の後期高齢者医療特別会計補正予算は、次に定

めるところによる。 
 
  （歳入歳出予算の補正） 
第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，６７８千円を 

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３５７，４２５千円

とする。 
２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 
 
  令和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 提出 
 
                おいらせ町長 成 田   隆 
 



 

 

３
４ 

 

 

  



 

 

３
５ 

 

 

  



 

３６ 

議案第１２号 

 

令和７年度おいらせ町病院事業会計補正予算（第５号）について 

 

（総則） 

第１条 令和７年度おいらせ町病院事業会計の補正予算は、次に定める

ところによる。 

 （収益的収入及び支出） 

第２条  令和７年度おいらせ町病院事業会計予算（以下「予算」という。）

第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科  目）   （既決予定額） （補正予定額）   （ 計 ） 

収   入 

 第１款 事業収益  1,200,348 千円  △13,015 千円  1,187,333 千円 

  第１項 医業収益 1,007,280 千円  △34,305 千円   972,975 千円 

  第２項 医業外収益  193,066 千円   21,290 千円  214,356 千円 

支   出 

第１款 事業費用  1,200,348 千円  △13,015 千円  1,187,333 千円 

第１項 医業費用 1,192,999千円  △12,049千円  1,180,950千円 

第２項 医業外費用   5,347 千円 △   966 千円    4,381 千円 

 （資本的収入及び支出） 

第３条  予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し

て不足する額 19,673 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し  

て不足する額 19,838 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 19,673  

千円」を「当年度分損益勘定留保資金 19,838 千円」に改め、資本的   

収入の予定額を次のとおり補正する。 



 

３７ 

（科  目）   （既決予定額） （補正予定額）   （ 計 ） 

収   入 

第１款  資本的収入  103,247 千円 △  165 千円  103,082 千円 

第２項 他会計出資金  20,699 千円 △  202 千円  20,497 千円 

第３項 国庫補助金  1,948 千円 △1,947 千円     1 千円 

第４項 県補助金   1,100 千円  1,984 千円   3,084 千円 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第４条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

（科  目）   （既決予定額） （補正予定額）   （ 計 ） 

（１）職員給与費    696,739 千円 △7,453 千円  689,286 千円 

（たな卸資産の購入限度額） 

第５条 予算第９条中「100,500 千円」を「101,500 千円」に改める。 

 

  令和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

  



 

３８ 

議案第１３号 

 

  令和７年度おいらせ町下水道事業会計補正予算（第４号）について 

 

（総則） 

第１条 令和７年度おいらせ町下水道事業会計の補正予算は、次に定め

るところによる。 

（収益的収入及び支出） 

第２条 令和７年度おいらせ町下水道事業会計予算（以下「予算」とい

う。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正

する。 

 （科 目）    （既決予定額） （補正予定額）  （計） 

収   入 

第１款  事業収益  858,594千円   △77千円  858,517千円 

 第 1項 営業収益  226,723 千円   △81千円  226,642 千円 

第２項 営業外収益 631,871千円    4千円  631,875千円 

支   出 

第１款  事業費   799,991千円 △3,337千円  796,654千円 

 第１項 営業費用  689,342千円 △8,460千円  680,882千円 

 第３項 特別損失     20 千円  5,123 千円    5,143 千円 

（資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し

て不足する額 124,178 千円」を、「資本的収入額が資本的支出額に対し

て不足する額 132,561 千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額 962 千円」を、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収

支調整額 6,067 千円」に、「当年度利益剰余金処分額 57,641 千円」を、

「当年度利益剰余金処分額 60,919 千円」に改め、資本的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。 



 

３９ 

 （科 目）     （既決予定額） （補正予定額）  （計） 

収   入 

第１款  資本的収入  670,093 千円  75,120 千円 745,213 千円 

第 1 項 企業債    443,600 千円  22,100 千円 465,700 千円 

第２項 他会計補助金 204,490 千円  11,658 千円 216,148 千円 

第３項 補助金     21,000 千円  40,000 千円  61,000 千円 

第４項 負担金及び分担金  1,003 千円   570 千円  1,573 千円 

第５項 固定資産売却代金    0 千円   792 千円   792 千円 

            支   出 

第１款  資本的支出  794,271千円  83,503千円 877,774千円 

第１項 建設改良費  129,237千円  83,499千円 212,736千円 

第３項 基金積立金     5 千円     4 千円    9 千円 

（企業債） 

第４条 予算第５条に定めた企業債を次のように改める。 

補 正 前 

起債の目的 限度額 
起債の 

方法 
利 率 償還の方法 

建設改良 

（管きょ改良） 

千円 

65,200 

証書借入 

3.5%以内 

（ただし、利率見

直し方式で借入れ

る場合、利率の見

直しを行った後に

おいては、当該見

直し後の利率） 

借入先の融資条

件による。ただ

し、企業財政その

他の都合により

繰上償還又は低

利に借換えする

ことができる。 

建設改良 

（馬淵川流域

下水道） 

千円 

14,100 

 

  



 

４０ 

補 正 後 

起債の目的 限度額 
起債の 

方法 
利 率 償還の方法 

建設改良 

（管きょ改良） 

千円 

84,800 

証書借入 

3.5%以内 

（ただし、利率見

直し方式で借入れ

る場合、利率の見

直しを行った後に

おいては、当該見

直し後の利率） 

借入先の融資条

件による。ただ

し、企業財政その

他の都合により

繰上償還又は低

利に借換えする

ことができる。 

建設改良 

（馬淵川流域

下水道） 

千円 

16,600 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第５条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 （科 目）  （既決予定額） （補正予定額）  （計） 

 (1) 職員給与費  32,032 千円     55 千円   32,087 千円 

（繰出基準を超える補助金） 
第６条 予算第９条中「一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

97,745 千円」を「一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

109,403 千円」に改める。 

（利益剰余金の処分） 

第７条 予算第１０条に定めた金額を次のように改める。 

 （科 目）  （既決予定額） （補正予定額）  （計） 

 (1) 減債積立金  57,641 千円   3,278 千円  60,919 千円 

 

  令和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 
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議案第１４号 

 
   令和８年度おいらせ町一般会計予算について 
 
 令和８年度おいらせ町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
 （歳入歳出予算） 
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１２，１０７，０００

千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。 
（継続費） 
第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１２条第１項の規

定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表継続費」による。 
（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる

地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

「第３表地方債」による。  
（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借

入れの最高額は、１，０００，０００千円と定める。 
 （歳出予算の流用） 
第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の

各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 
（１） 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不

足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間

の流用 
 
  令和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 
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議案第１５号 

 
   令和８年度おいらせ町国民健康保険特別会計予算について 
 
 令和８年度おいらせ町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定める

ところによる。 
 
 （歳入歳出予算） 
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，４７０，０３４

千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。 
 （歳出予算の流用） 
第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただ

し書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することがで

きる場合は、次のとおりと定める。 
（１） 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合にお

ける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 
 
  令和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 提出 
 
                おいらせ町長 成 田   隆 
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議案第１６号 

 
   令和８年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計予算について 
 
 令和８年度おいらせ町の奨学資金貸付事業特別会計の予算は、次に定

めるところによる。 
 
 （歳入歳出予算） 
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７，６０６千円と

定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。 
 
  令和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 提出 
 
                おいらせ町長 成 田   隆 
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議案第１７号 

 
   令和８年度おいらせ町介護保険特別会計予算について 
 
 令和８年度おいらせ町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 
 
 （歳入歳出予算） 
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，４６８，７０５

千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。 
 （歳出予算の流用） 
第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただ

し書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することがで

きる場合は、次のとおりと定める。 
（１） 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合にお

ける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 
 
  令和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 提出 
 
                おいらせ町長 成 田   隆 
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議案第１８号 

 
   令和８年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計予算について 
 
 令和８年度おいらせ町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定め

るところによる。 
 
 （歳入歳出予算） 
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３２２，３０１千円

と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。 
 
  令和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 提出 
 
                おいらせ町長 成 田   隆 
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議案第１９号 

 

令和８年度おいらせ町病院事業会計予算について 

 

 （総則） 

第１条 令和８年度おいらせ町病院事業会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 (1) 病床数      73 床 

 (2) 年間延患者数   入院 21,400 人  外来 28,600 人 

 (3) １日平均患者数  入院  58.6 人  外来  116.7 人 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

      収   入 

第１款 事業収益           1,203,362 千円 

  第１項  医業収益            1,008,701 千円 

  第２項  医業外収益            194,659 千円 

  第３項 特別利益              2 千円 

      支   出 

 第１款  事業費用             1,203,362 千円 

  第１項 医業費用            1,195,912 千円 

  第２項 医業外費用              5,448 千円 

  第３項 特別損失              2 千円 

  第４項 予備費             2,000 千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的

収入額が資本的支出額に対して不足する額 24,553 千円は、当年度分

損益勘定留保資金 24,553 千円で補てんするものとする。）。 
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      収   入 

第１款 資本的収入              75,287 千円 

第１項  企業債                50,500 千円 

第２項  他会計出資金           22,035 千円 

第３項  国庫補助金               1 千円 

第４項  県補助金             2,750 千円 

第５項 長期貸付金返還金          1 千円 

      支   出 

第１款 資本的支出               99,840 千円 

第１項 建設改良費             54,120 千円 

第２項 企業債償還金           43,320 千円 

第３項 投資その他の資産        2,400 千円 

 （企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次

のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

医療器械 

購入事業 

千円 

50,100   

 

証書借入 

％ 

3.5 以内  

 

借入先の融資条件によ

る。ただし、企業財政その

他の都合により繰上償還

又は低利に借り換えるこ

とができる。 
施設整備 

事  業 

 

400 

 （一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、50,000 千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

次のとおりと定める。 

 (1) 各項のうち、第８条以外の経費 



 

６５ 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費

の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場

合は、議会の議決を経なければならない。 

 (1) 職員給与費             693,666 千円 

 (2) 交際費                 150 千円 

（たな卸資産の購入限度額） 

第９条 たな卸資産の購入限度額は、100,000 千円と定める。 

（重要な資産の取得及び処分） 

第１０条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。 

 (1) 取得する主な財産 

種 類 名 称 数量 

医療機器 

医療機器 

電子内視鏡システム 

自動血球計数装置 

一式 

一式 

医療機器 Ｘ線骨密度測定装置 一式 

 

  令和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 提出 
 
                おいらせ町長 成 田   隆 
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議案第２０号 

 

   令和８年度おいらせ町下水道事業会計予算について 

 

（総則） 

第１条 令和８年度おいらせ町下水道事業会計の予算は、次に定めると

ころによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 接続戸数           6,468 戸 

(2) 年間総排水量       1,427,000 ㎥ 

(3) １日平均排水量        3,910 ㎥ 

(4) 主な建設改良事業  

管路建設改良事業     70,694 千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

  なお、営業費用中総係費 4,066 千円の財源に充てるため、企業債 

4,000 千円を借り入れる。 

     収   入 

第１款  事業収益       830,032 千円 

 第１項 営業収益       226,513 千円 

 第２項 営業外収益      603,519 千円 

     支   出 

第 1 款  事業費        759,814 千円 

 第１項 営業費用       680,656 千円 

 第２項 営業外費用        77,138 千円 

 第３項 特別損失           20 千円 

 第４項 予備費          2,000 千円 
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（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的

収入額が資本的支出額に対して不足する額 169,009 千円は、当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額 6,106 千円、当年度分損益 

勘定留保資金 98,791 千円、当年度利益剰余金処分額 64,112 千円で 

補てんするものとする。）。 

 収   入 

第１款  資本的収入      623,659 千円 

 第１項 企業債        441,600 千円 

 第２項 他会計補助金      165,556 千円 

 第３項 補助金          15,500 千円 

 第４項 負担金及び分担金     1,003 千円 

     支   出 

第 1 款  資本的支出       792,668 千円 

 第１項 建設改良費       162,514 千円 

 第２項 企業債償還金      630,145 千円 

 第３項 基金積立金           9 千円 

（企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次

のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 
起債の 

方法 
利 率 償還の方法 

建設改良 

（管きょ改良） 

千円 

35,600 

証書借入 

 

3.5%以内 

（ただし、利率見

直し方式で借入れ

る場合、利率の見

直しを行った後に

 

借入先の融資条

件による。ただ

し、企業財政そ

の他の都合によ

り繰上償還又は

建設改良 

（馬淵川流域

下水道） 

千円 

73,700 
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準建設改良 

（資本費平準

化債） 

千円 

332,300 

おいては、当該見

直し後の利率） 

低利に借換えす

る こ と が で き

る。 

準建設改良 

（公営企業適

用債） 

千円 

4,000 

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、10,000 千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

次のとおりと定める。 

(1) 営業費用、営業外費用及び特別損失の相互間の流用 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費

の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場

合は、議会の議決を経なければならない。 

 (1) 職員給与費      32,658 千円  

 （他会計からの補助金） 

第９条 下水道事業助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける

金額は、62,962 千円である。 

  （利益剰余金の処分） 

第１０条 繰越利益剰余金は、次のとおり処分するものとする。 

 (1) 減債積立金    64,112 千円 

 

  令和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 提出 
 
                おいらせ町長 成 田   隆 


